
函館山山頂への登山道（道道６７５号）は，スリップ事故などの

危険防止のため，冬期間車両通行止めとなります。

通行止めの期間については

平成２６年１１月平成２６年１１月平成２６年１１月平成２６年１１月 ７日（金）７日（金）７日（金）７日（金） 午前１１時から午前１１時から午前１１時から午前１１時から

平成２７年平成２７年平成２７年平成２７年 ４月１７日（金）４月１７日（金）４月１７日（金）４月１７日（金） 午前１１時まで（予定）午前１１時まで（予定）午前１１時まで（予定）午前１１時まで（予定）

＜交通規制に関する問い合わせ先＞

渡島総合振興局函館建設管理部 事業課

ＴＥＬ：０１３８－４５－６５００

一般財団法人函館市住宅都市施設公社

ＴＥＬ：０１３８－４０－３６０６（大規模公園担当）


